
４ 報告事項

⑴ 第 2回策定協議会 

  ア 御提案・御意見

    ・都市型の計画策定（マイクロツーリズム） 

    ・市民・NPO・地域団体が中心になり自治体がバックアップする仕組みの構築 

    ・市民参加の「宝探し」 

  イ 御質問 

  「あらゆる文化財」の範囲について 

   →・さいたま市の歴史文化の特徴を見出すためにも、幅広くリストアップし、分類を行う。 

    ・ただし、保存活用区域、関連文化財群の構成要素となる「文化財」は、保存活用区域の設定

理由、関連文化財群のストーリーによって限定的になるが、次回改定時の構成要素となる可

能性を含んだものと捉えている。 

 市民アンケート、市民参加について 

     →今年度、市民アンケート、ワークショップを実施。 

 ⑵ 第 2 回庁内作業部会 

  ア 御提案・御意見 

    ・「文化財」「文化的所産」の定義付け 

・新たな指定等の仕組みや運用 

    ・博物館施設等の連携 

    ・収蔵施設、保存場所につて、課題として認識しておくべき 

    ・与野や岩槻のまちづくりで、文化財を生かした取組の可能性がある 

・まちづくりの情報発信として Bibli（複合施設）を活用 

    ・デジタルコンテンツの活用

  ウ 御質問 

 本市の保存活用地域計画の章立てについて、県の大綱との整合性、他市の事例と見比べ 

     →大綱との整合性、他市と比較しても過不足ないものと考えている。

⑶ 文化庁との協議について

   目的 文化庁の「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計

画の策等に関する指針」を踏まえ、認定の基準に適合する内容となるよう、指導・助言を得る  

 協議内容 ・認定までのスケジュールの確認 

        ・協議会、作業部会、検討会の役割の確認 

        ・歴史文化の特徴の考え方について 

        ・都市計画と関連した文化財保存活用区域の設定について 

        ・関連文化財群の考え方について 

        ・各区の取組（20 景、100 選、散歩コース等）について 

指導内容 ・文化財の特徴は、未指定の文化財も含める。その中で特徴を見出す 

        ・「歴史文化の特徴」が大事。歴史文化の特徴が将来像、関連文化財群と関連する 

        ・歴史文化の特徴は、文化財の特徴だけではダメ。環境と文化財を俯瞰した上で設定 

 ・都市計画と保存活用区域を関連して設定することは、望ましい形といえる。 

 ・関連文化財群のタイトルは固有名詞をつける。タイトルからストーリーが浮かぶもの 

資料 1 



         が望ましい（他地域との差別化）  

        ・各区の取組も魅力的である。守山市を参考にしてみてはどうか。（下図参照） 

         →「守山デルタ（地形）」と歴史文化の特徴の間に「各区」の階層が入るイメージ 

計画作成の流れ（文化庁作成資料より引用

「守山市文化財保存活用地域計画（概要版）」より抜粋


